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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
一
号

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
法
第

四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
製
造
時
等
検
査
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

労
働
安
全
衛
生
法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
製
造
時
等
検
査
の
方
法

一

こ
の
告
示
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
定
め
る
登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
行
う
製
造
時
等

検
査
（
以
下
単
に
「
製
造
時
等
検
査
」
と
い
う
。
）
の
方
法
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

二

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号

に
定
め
る
ボ
イ
ラ
ー
及
び
同
項
第
二
号
に
定
め
る
第
一
種
圧
力
容
器
に
係
る
構
造
検
査
、
溶
接
検
査
及
び
使
用
検
査
並
び
に

同
項
第
四
号
に
定
め
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
及
び
同
項
第
八
号
に
定
め
る
ゴ
ン
ド
ラ
に
係
る
製
造
時
等
検
査
は
、
別
表
第
一
の
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一
か
ら
第
四
ま
で
の
左
欄
に
掲
げ
る
検
査
項
目
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
検
査
の
方
法
に
よ
る
検
査
の
結
果
が
、

同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
判
定
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

令
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
ボ
イ
ラ
ー
に
係
る
使
用
検
査
に
つ
い
て
は
ボ
イ
ラ
ー
及
び
圧
力
容
器
安
全
規
則

（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
三
号
。
以
下
「
ボ
イ
ラ
ー
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
第

十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
第
一
種
圧
力
容
器
に
係
る
使
用
検
査
に
つ
い
て
は
ボ
イ
ラ
ー
則
第
五
十
七
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
移
動
式
ク
レ
ー
ン
に
係
る
使
用
検
査
に
つ
い
て
は
ク
レ
ー
ン
等
安
全
規

則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「
ク
レ
ー
ン
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
に
定
め
る
ゴ
ン
ド
ラ
に
係
る
使
用
検
査
に
つ
い
て
は
ゴ
ン
ド
ラ
安
全
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労

働
省
令
第
三
十
五
号
）
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指

定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
四
号
。
以
下
「
登
録
省
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
十
五
第
一
項
に

定
め
る
指
定
外
国
検
査
機
関
（
以
下
単
に
「
指
定
外
国
検
査
機
関
」
と
い
う
。
）
が
作
成
し
た
同
令
第
一
条
の
十
二
第
一
項

に
定
め
る
基
準
等
適
合
証
明
書
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
証
明
書
」
と
い
う
。
）
が
添
付
さ
れ
て
申
請
さ
れ
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
の
三
、
第
二
の
三
、
第
三
及
び
第
四
の
左
欄
に
掲
げ
る
検
査
項
目
に
つ
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い
て
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
検
査
の
方
法
に
代
え
て
、
証
明
書
の
書
類
審
査
に
よ
り
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
判
定
基
準
に

適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
設
計
審
査
等
機
関
は
、

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

当
該
証
明
書
を
作
成
し
た
指
定
外
国
検
査
機
関
が
、
当
該
使
用
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
機
械
等
に
係
る
指
定
を

受
け
て
い
る
こ
と

ロ

当
該
証
明
書
が
、
当
該
指
定
外
国
検
査
機
関
が
受
け
て
い
る
イ
に
掲
げ
る
指
定
の
有
効
期
間
内
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と

ハ

当
該
証
明
書
を
作
成
し
た
登
録
省
令
第
一
条
の
十
二
第
三
項
に
定
め
る
証
明
書
作
成
員
（
以
下
「
証
明
書
作
成
員
」
と

い
う
。
）
が
、
当
該
指
定
外
国
検
査
機
関
に
お
い
て
当
該
使
用
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
機
械
等
の
証
明
書
作
成
員

と
し
て
選
任
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
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別表第１の１ 令第 12条第１項第１号に定めるボイラーの構造検査の方法 

検査項目 検 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 書類審査 （１）申請に係るボイラーが、所

轄都道府県労働局長の製造許可

を受けたボイラー又は当該許可

を受けたボイラーと型式が同一

であるボイラーであることを、

申請書、明細書、強度計算書、

構造図等（以下この表から別表

第２の３までにおいて「申請書

等」という。）により確認する

。 

 申請に係るボイラーが、所轄都

道府県労働局長の製造許可を受け

たボイラー又は当該許可を受けた

ボイラーと型式が同一であるボイ

ラーであること。 

（２）ボイラーの設計について、

その構造、工作方法等のボイラ

ー構造規格（平成 15 年厚生労

働省告示第 197 号。以下この表

、別表第１の２及び別表第１の

３において「構造規格」という

。）への適合状況を、申請書等

により確認する。 

 構造規格第１編第１章及び第２

章、第 42 条から第 46 条まで並び

に第１編第４章（第 64 条及び第６

節を除く。）又は第88条から第92

条まで及び第 94 条から第 99 条ま

での規定に適合していること。 

２ 材料検査  ボイラーの材料について、構造

規格への適合状況を、ミルシート

等により確認する。ただし、溶接

検査において材料検査を行った材

料については、これを省略するこ

とができる。 

 構造規格第１条及び第２条又は

第 89 条の規定に適合していること

。 

３ 外観検査 （１）ボイラーの現品と明細書及

び構造図との適合状況並びにそ

の構造の構造規格への適合状況

について、胴の長さ、板の厚さ

その他の寸法をノギス、スケー

ル、超音波厚さ計等を用いて測

定し、現品と書類審査において

確認した明細書及び構造図とを

照合すること等により確認する

。 

（２）工作上の欠陥、腐食等の有

無、胴の真円度、鏡板の公差等

の構造規格への適合状況を、目

視、外観検査用機器等により確

認する。 

（３）安全弁、圧力計、水面測定

装置等の附属品の取付穴につい

て、構造図及び構造規格への適

合状況を目視等により確認する

。 

 現品が、書類審査において確認

した明細書及び構造図に適合して

おり、かつ、構造規格第３条から

第６条まで、第１編第２章、第 42

条から第 44 条まで及び第１編第４

章（第 64 条及び第６節を除く。）

又は第 91 条から第 99 条までの規

定に適合していること。 
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４ 水圧試験  構造規格第 61 条又は第 93 条に

定める方法による水圧試験を行い

、変形及び漏れの有無等を目視等

により確認する。 

 構造規格第 61 条又は第 93 条の

規定に適合していること。 

５ 附属品  安全弁、ガラス水面計等の構造

の構造規格への適合状況を、目視

等により確認する。 

 構造規格第１編第４章（第６節

を除く。）又は第94条から第99条

までの規定に適合していること。 

備考  構造規格第86条（鋳鉄製ボイラーにあっては構造規格第101条にお

いて準用する第 86 条）に規定する適用の特例の認定を受けたボイラ

ーについては、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査

の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合している

ことを確認する。 
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別表第１の２ 令第 12条第１項第１号に定めるボイラーの溶接検査の方法 

検査項目 検 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 材料検査  ボイラーの材料について、構造

規格への適合状況を、ミルシート

等により確認する。 

 構造規格第１条及び第２条又は

第 89 条の規定に適合していること

。 

２ 開先検査  開先について、その形状並びに

突合せ溶接における継手面の食い

違い及び厚さの異なる板の突合せ

溶接における構造規格への適合状

況を、目視、ゲージ等により確認

する。 

 構造規格第 43 条、第 48 条及び

第 49条に適合していること。 

３ 外観検査 （１）ボイラーの溶接部に割れ、

アンダカット、オーバーラップ

、クレータ等がないか目視等に

より確認する。 

（２）余盛りの状態を目視等によ

り確認する。 

（３）溶接後熱処理が必要な場合

は、熱処理の構造規格への適合

状況を溶接後熱処理の記録によ

り確認する。 

 構造規格第 43 条、第 46 条及び

第 47 条の規定に適合していること

。 

４ 機械試験 （１）溶接部の機械試験の構造規

格への適合状況を、試験片等に

より確認する。 

（２）引張試験片の引張強さの構

造規格への適合状況を、機械試

験の結果により確認する。 

（３）曲げ試験による割れの構造

規格への適合状況を、試験後の

曲げ試験片により確認する。 

 構造規格第 50 条から第 56 条ま

での規定に適合していること。 

５ 放射線検査  溶接部の放射線検査の方法及び

その結果の構造規格への適合状況

を、放射線検査用機器を用いた透

過写真の評価等により確認する。 

 構造規格第 57 条から第 60 条ま

での規定に適合していること。 

６ その他  申請に係るボイラーが、所轄都

道府県労働局長の製造許可を受け

たボイラー又は当該許可を受けた

ボイラーと型式が同一であるボイ

ラーであることを、申請書等によ

り確認する。 

 申請に係るボイラーが、所轄都

道府県労働局長の製造許可を受け

たボイラー又は当該許可を受けた

ボイラーと型式が同一であるボイ

ラーであること。 

備考  構造規格第 86 条に規定する適用の特例の認定を受けたボイラーに

ついては、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実

施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していること

を確認する。 
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別表第１の３ 令第 12条第１項第１号に定めるボイラーの使用検査の方法 

検査項目 検 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 書類審査  ボイラーの設計について、その

構造、工作方法等の構造規格への

適用状況を、申請書等により確認

する。 

 構造規格第１編第１章及び第２

章、第 42 条から第 46 条まで並び

に第４章（第 64 条及び第６節を

除く。）又は第 88 条から第 92 条

まで及び第 94 条から第 99 条まで

の規定に適合していること。 

２ 材料検査  ボイラーの材料について、構造

規格への適合状況を、ミルシート

等により確認する。 

 構造規格第１条及び第２条又は

第 89 条の規定に適合しているこ

と。 

３ 外観検査 （１）ボイラーの現品と明細書及

び構造図との適合状況並びにそ

の構造の構造規格への適合状況

について、胴の長さ、板の厚さ

その他の寸法をノギス、スケー

ル、超音波厚さ計等を用いて測

定し、現品と書類審査において

確認した明細書及び構造図とを

照合すること等により確認する

。 

（２）工作上の欠陥、腐食等の有

無、胴の真円度、鏡板の公差等

の構造規格への適合状況を、目

視、外観検査用機器等により確

認する。 

（３）安全弁、圧力計、水面測定

装置等の附属品の取付穴につい

て、構造図及び構造規格への適

合状況を目視等により確認する

。 

（４）過去に設置されたことがあ

るボイラーにあっては、腐食、

割れ、過熱等の異常の有無及び

ステー、管等が確実に取り付け

られていることを目視、外観検

査用機器等により確認する。 

 現品が、書類審査において確認

した明細書及び構造図に適合して

おり、かつ、構造規格第３条から

第６条まで、第１編第２章、第42

条から第 44 条まで、第 47 条及び

第１編第４章（第 64 条及び第６

節を除く。）又は第 91 条から第

99条までの規定に適合しているこ

と。 

４ 水圧試験  構造規格第 61 条又は第 93 条に

定める方法による水圧試験を行い

、変形及び漏れの有無等を目視等

により確認する。 

 構造規格第 61 条又は第 93 条の

規定に適合していること。 

５ 溶接部  溶接部について、溶接部の機械

試験成績、溶接施行方法に関する

証明書、溶接後熱処理の記録及び

放射線検査用機器を用いた透過写

真の評価等により確認する。 

 構造規格第 46 条から第 60 条ま

での規定に適合していること。 
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６ 附属品  安全弁、ガラス水面計等の構造

の構造規格への適合状況を目視等

により確認する。 

 構造規格第１編第４章（第６節

を除く。）又は第 94 条から第 99

条までの規定に適合していること

。 

備考  構造規格第 86 条（鋳鉄製ボイラーにあっては構造規格第 101 条に

おいて準用する第 86 条）に規定する適用の特例の認定を受けたボイ

ラーについては、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する

検査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合し

ていることを確認する。 
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別表第２の１ 令第 12条第１項第２号に定める第一種圧力容器の構造検査の方法 

検査項目 検 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 書類審査 （１）申請に係る第一種圧力容器

が、所轄都道府県労働局長の製

造許可を受けた第一種圧力容器

又は当該許可を受けた第一種圧

力容器と型式が同一である第一

種圧力容器であることを、申請

書等により確認する。 

 申請に係る第一種圧力容器が、

所轄都道府県労働局長の製造許可

を受けた第一種圧力容器又は当該

許可を受けた第一種圧力容器と型

式が同一である第一種圧力容器で

あること。 

（２）第一種圧力容器の設計につ

いて、その構造、工作方法等の

圧力容器構造規格（平成 15 年

厚生労働省告示第 196 号。以下

この表、別表第２の２及び別表

第２の３において「構造規格」

という。）への適合状況を、申

請書等により確認する。 

 構造規格第１編第１章及び第２

章、第 39 条から第 43 条まで並び

に第１編第４章（第 65 条を除く。

）の規定に適合していること。 

２ 材料検査  第一種圧力容器の材料について

、構造規格への適合状況を、ミル

シート等により確認する。ただし

、溶接検査において材料検査を行

った材料については、これを省略

することができる。 

 構造規格第１条及び第２条の規

定に適合していること。 

３ 外観検査 （１）第一種圧力容器の現品と明

細書及び構造図との適合状況並

びにその構造の構造規格への適

合状況について、胴の長さ、板

の厚さその他の寸法をノギス、

スケール、超音波厚さ計等を用

いて測定し、現品と書類審査に

おいて確認した明細書及び構造

図と照合すること等により確認

する。 

（２）工作上の欠陥、腐食等の有

無、胴の真円度、鏡板の公差等

の構造規格への適合状況を、目

視、外観検査用機器等により確

認する。 

（３）安全弁、圧力計等の附属品

の取付穴について、構造図及び

構造規格への適合状況を目視等

により確認する。 

 現品が、書類審査において確認

した明細書及び構造図に適合して

おり、かつ、構造規格第３条から

第８条まで、第１編第２章、第 39

条から第 41 条まで、第 44 条及び

第１編第４章（第 65 条を除く。）

の規定に適合していること。 

４ 水圧試験  構造規格第 63 条に定める方法

による水圧試験を行い、変形及び

漏れの有無等を目視等により確認

する。 

 構造規格第 63 条の規定に適合し

ていること。 
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５ 附属品  安全弁等の構造の構造規格への

適合状況を目視等により確認する

。 

 構造規格第１編第４章の規定に

適合していること。 

備考  構造規格第 70 条に規定する適用の特例の認定を受けた第一種圧力

容器については、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検

査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合してい

ることを確認する。 
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別表第２の２ 令第 12条第１項第２号に定める第一種圧力容器の溶接検査の方法 

検査項目 検 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 材料検査  第一種圧力容器の材料について

、構造規格への適合状況を、ミル

シート等により確認する。 

 構造規格第１条及び第２条の規

定に適合していること。 

２ 開先検査  開先について、その形状並びに

突合せ溶接における継手面の食い

違い及び厚さの異なる板の突合せ

溶接における構造規格への適合状

況を、目視、ゲージ等により確認

する。 

 構造規格第 40 条、第 45 条及び

第 46 条の規定に適合していること

。 

３ 外観検査 （１）第一種圧力容器の溶接部に

割れ、アンダカット、オーバー

ラップ、クレータ等がないか目

視等により確認する。 

（２）余盛りの状態を目視等によ

り確認する。 

（３）溶接後熱処理が必要な場合

は、熱処理の構造規格への適合

状況を溶接後熱処理の記録によ

り確認する。 

 構造規格第 40 条、第 43 条及び

第 44 条の規定に適合していること

。 

４ 機械試験 （１）溶接部の機械試験の構造規

格への適合状況を、試験片等に

より確認する。 

（２）引張試験片の引張強さの構

造規格への適合状況を、機械試

験の結果により確認する。 

（３）曲げ試験による割れの構造

規格への適合状況を、試験後の

曲げ試験片により確認する。 

 構造規格第 47 条から第 55 条ま

での規定に適合していること。 

５ 放射線検査  溶接部の放射線検査等の方法及

びその結果の構造規格への適合状

況を、放射線検査用機器を用いた

透過写真の評価等により確認する

。 

 構造規格第 56 条から第 62 条ま

での規定に適合していること。 

６ その他  申請に係る第一種圧力容器が、

所轄都道府県労働局長の製造許可

を受けた第一種圧力容器又は当該

許可を受けた第一種圧力容器と型

式が同一である第一種圧力容器で

あることを申請書等により確認す

る。 

 申請に係る第一種圧力容器が、

所轄都道府県労働局長の製造許可

を受けた第一種圧力容器又は当該

許可を受けた第一種圧力容器と型

式が同一である第一種圧力容器で

あること。 

備考  構造規格第 70 条に規定する適用の特例の認定を受けた第一種圧力

容器については、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検

査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合してい

ることを確認する。 
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別表第２の３ 令第 12条第１項第２号に定める第一種圧力容器の使用検査の方法 

検査項目 検 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 書類審査  第一種圧力容器の設計について

、その構造、工作方法等の構造規

格への適合状況を、申請書等によ

り確認する。 

 構造規格第１編第１章及び第２

章、第 39 条から第 43 条まで並び

に第１編第４章（第 65 条を除く。

）の規定に適合していること。 

２ 材料検査  第一種圧力容器の材料について

、構造規格への適合状況を、ミル

シート等により確認する。 

 構造規格第１条及び第２条の規

定に適合していること。 

３ 外観検査 （１）第一種圧力容器の現品と明

細書及び構造図との適合状況並

びにその構造の構造規格への適

合状況について、胴の長さ、板

の厚さその他の寸法をノギス、

スケール、超音波厚さ計等を用

いて測定し、現品と書類審査に

おいて確認した明細書及び構造

図と照合すること等により確認

する。 

（２）工作上の欠陥、腐食等の有

無、胴の真円度、鏡板の公差等

の構造規格への適合状況を、目

視、外観検査用機器等により確

認する。 

（３）安全弁、圧力計等の附属品

の取付穴について、構造図及び

構造規格への適合状況を目視等

により確認する。 

（４）過去に設置されたことがあ

る第一種圧力容器にあっては、

腐食、割れ等の異常の有無及び

ステー、管等が確実に取り付け

られていることを目視、外観検

査用機器等により確認する。 

 現品が、書類審査において確認

した明細書及び構造図に適合して

おり、構造規格第３条から第８条

まで、第１編第２章、第 39 条から

第 41 条まで、第 44 条及び第１編

第４章（第 65 条を除く。）の規定

に適合していること。 

４ 水圧試験  構造規格第 63 条に定める方法

による水圧試験を行い、変形及び

漏れの有無等を目視等により確認

する。 

 構造規格第 63 条の規定に適合し

ていること。 

５ 溶接部  溶接部について、溶接部の機械

試験成績、溶接施行方法に関する

証明書、溶接後熱処理の記録及び

放射線検査用機器を用いた透過写

真の評価等により確認する。 

 構造規格第 43 条から第 62 条ま

での規定に適合していること。 

６ 附属品  安全弁等の構造の構造規格への

適合状況を目視等により確認する

。 

 構造規格第１編第４章の規定に

適合していること。 
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備考  構造規格第 70 条に規定する適用の特例の認定を受けた第一種圧力

容器については、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検

査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合してい

ることを確認する。 
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別表第３ 令第 12条第１項第４号に定める移動式クレーンの製造時等検査の方法 

検査項目 検 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 書類審査 （１）製造検査にあっては、申請

に係る移動式クレーンが、所轄

都道府県労働局長の製造許可を

受けた移動式クレーン又は当該

許可を受けた移動式クレーンと

型式が同一である移動式クレー

ンであることを申請書、明細書

、組立図、強度計算書等（以下

この表及び別表第４において「

申請書等」という。）により確

認する。 

 申請に係る移動式クレーンが、

所轄都道府県労働局長の製造許可

を受けた移動式クレーン又は当該

許可を受けた移動式クレーンと型

式が同一である移動式クレーンで

あること。 

（２）構造部分、機械部分等が移

動式クレーンの明細書の記載内

容に合致し、移動式クレーン構

造規格（平成７年労働省告示第

135 号。以下この表において「

構造規格」という。）に適合し

ているかを確認する。 

 構造規格第２条から第 43 条まで

の規定に適合していること。 

２ 材料検査  移動式クレーンの材料について

、構造規格への適合状況を、ミル

シート等により確認する。 

 構造規格第１条の規定に適合し

ていること。 

３ 外観検査 （１）構造部分について、次の事

項を確認する。 

① 著しい変形等が生じていな

いか、目視、ハンマリング、

超音波探傷器、超音波厚さ計

等により確認する。 

 構造規格第 12 条の規定に適合し

ていること。 

② 溶接部分、ボルト穴等の割

れ等の状態を、目視、ハンマ

リング、超音波探傷器等によ

り確認する。 

 構造規格第 38 条及び第 39 条の

規定に適合していること。 

（２）下部走行体のブレーキ及び

つり上げ装置等のブレーキにつ

いて、目視、距離測定装置等に

より、設計上のものが用いられ

ていることを確認するとともに

、ブレーキライニング、ドラム

面等の摩耗等ブレーキの状態を

確認する。 

 構造規格第 17 条から第 19 条ま

での規定に適合していること。 
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 （３）ドラム等について、つり上

げ装置等の作動に支障となる摩

耗等の状態のほか、ワイヤロー

プ等の取付状況について、目視

、距離測定装置、超音波探傷器

、ハンマリング等により確認す

る。 

 構造規格第 20 条から第 23 条ま

での規定に適合していること。 

（４）安全装置等について、適切

なものが取り付けられているか

、目視、距離測定装置、絶縁抵

抗計、電気計測器等により確認

する。 

 構造規格第 24 条から第 34 条ま

での規定に適合していること。 

 過負荷防止装置を要する移動式

クレーンの過負荷防止装置が型式

検定合格品であること。 

（５）操作部分等について、操作

部分の表示、運転室の視野等を

目視等により確認する。 

 構造規格第 35 条及び第 36 条の

規定に適合していること。 

（６）伸縮装置について、ジブの

伸縮の状態を、距離測定装置等

により確認する。 

 構造規格第 37 条の規定に適合し

ていること。 

（７）ボルト、ナット、ねじ等の

接合状態を、ハンマリング等に

より確認する。 

 構造規格第 40 条の規定に適合し

ていること。 

（８）ワイヤロープ及びつりチェ

ーンについて、不適切なものが

用いられていないか、目視、鋼

索用磁気探傷器等により確認す

る。 

 構造規格第 41 条及び第 42 条の

規定に適合していること。 

（９）フック、リフティングマグ

ネット等のつり具の状態を、目

視、距離測定装置、超音波探傷

器、絶縁抵抗計、電気計測器等

により確認する。 

 フック、リフティングマグネッ

ト等のつり具に損傷等がないこと

。 

 このうちリフティングマグネッ

トの部材に断線及び損傷がないこ

と並びに取付状態が適切なこと。 

（10）定格荷重の表示状況を確認

する。 

 構造規格第 43 条第１項の規定に

適合していること。 

（11）銘板の記載内容を確認する

。 

 構造規格第 43 条第２項の規定に

適合していること。 

（12）拡幅式のクローラを有する

クローラクレーンで、クローラ

を最大限に張り出さない状態で

定格荷重を有しないものに係る

警告の表示及び内容を確認する

。 

 構造規格第 43 条第３項の規定に

適合していること。 
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４ 動作試験 （１）無負荷で巻上げ、巻下げ、

起伏、旋回及び伸縮の運動を定

格速度により可動範囲全域につ

いて行い、次の事項を確認する

。この運動は２回以上行う。 

① 異常な振動、衝撃、音響等

の有無 

② ブレーキの作動状態（ブレ

ーキの制動トルク及び操作に

要する力量は申請者が測定し

たデータを参考にすることが

できる。） 

 構造規格第 12 条、第 17 条から

第 19 条まで、第 23 条から第 25 条

第１項まで、第 26 条、第 30 条か

ら第 33 条まで、第 35 条及び第 37

条の規定に適合していること。 

 クレーン則第 65 条の規定に適合

していること。 

③ リフティングマグネット及

びグラブバケット等の作動状

態 

（２）巻過防止装置又は巻過ぎを

防止するための警報装置につい

て次の事項を確認する。この確

認は、２回以上作動させて行う

。 

① 巻過防止装置にあっては、

フック、グラブバケット等の

つり具の上面又は当該つり具

の巻上げ用シーブの上面が接

触するおそれのある物（ジブ

を除く。）の下面との間隔の

調整状態 

② 作動状態 

（３）警報装置、傾斜角指示装置

、前照灯等、起伏装置、伸縮装

置の巻過防止装置及びジブ倒れ

止め装置の作動の状態を確認す

る。この確認は、２回以上作動

させて行う。 
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５ 荷重試験  水平堅土上（浮きクレーンにあ

っては平水面上）で、定格荷重の

1.25 倍（200 トンをこえる場合は

定格荷重に 50 トンを加えた荷重

）に相当する荷重の荷をつって、

巻上げ、巻下げ及び旋回の運動を

低速度により行い、次の事項を確

認する。アウトリガーを有するも

のにあってはアウトリガーを用い

た状態及び用いない状態でそれぞ

れ運動を行う（アウトリガーを用

いずに使用することがないものに

あってはアウトリガーを用いない

状態における荷重試験は行わなく

とも差し支えない。）。これらの

運動は２回以上（複数の定格荷重

を有する移動式クレーンにあって

は２以上の定格荷重ごとに２回以

上）行う。なお、組立式ジブを有

する移動式クレーンにあっては、

通常使用するジブ長さにおいて確

認することとして差し支えない。 

① 異常な振動、衝撃、音響等

の有無 

② ブレーキの作動状態 

③ 過負荷防止装置の作動状態 

④ 構造部分の亀裂、変形及び

損傷 

 構造規格第 12 条、第 17 条、第

19 条、第 23 条及び第 27 条の規定

に適合していること。 

６ 安定度試験  水平堅土上（浮きクレーンにあ

っては平水面上）で、定格荷重の

1.27倍（浮きクレーンにあっては

定格荷重）に相当する荷重の荷を

つって、当該移動式クレーンの安

定に関し最も不利となる位置で低

速度により地切りを行う。アウト

リガーを有するものにあってはア

ウトリガーを用いた状態及び用い

ない状態でそれぞれ地切りを行う

（アウトリガーを用いずに使用す

ることがないものにあってはアウ

トリガーを用いない状態における

安定度試験は行わなくとも差し支

えない。）。 

 構造規格第 13 条から第 16 条ま

での規定に適合していること。 

 転倒支点の反対側のアウトリガ

ーボックス端が 50 ミリメートル以

上、クローラクレーンにあっては

、クローラとガイドローラの隙間

が 50 ミリメートル以上（前後方の

安定度にあっては接地している部

分の長さが 1/3 以上）浮き上がら

ないこと。 

 浮きクレーンにあっては転倒側

の乾舷が 300 ミリメートル以上あ

ること。 

備考  構造規格第 45 条に規定する適用の除外の認定を受けた移動式クレ

ーンについては、適用しないこととされた規定に関する検査の実施に

代えて、適用の除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確

認する。 
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別表第４ 令第 12条第１項第８号に定めるゴンドラの製造時等検査の方法 

検査項目 検 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 書類審査 （１）製造検査にあっては、申請

に係るゴンドラが、所轄都道府

県労働局長の製造許可を受けた

ゴンドラ又は当該許可を受けた

ゴンドラと型式が同一であるゴ

ンドラであることを申請書等に

より確認する。 

 申請に係るゴンドラが、所轄都

道府県労働局長の製造許可を受け

たゴンドラ又は当該許可を受けた

ゴンドラと型式が同一であるゴン

ドラであること。 

（２）構造部分、機械部分等がゴ

ンドラの明細書の記載内容に合

致し、ゴンドラ構造規格（平成

６年労働省告示第 26 号。以下

この表において「構造規格」と

いう。）と適合しているかを確

認する。 

 構造規格第２条から第 44 条まで

の規定に適合していること。 

２ 材料検査  ゴンドラの材料について、構造

規格との適合状況を、ミルシート

等により確認する。 

 構造規格第１条の規定に適合し

ていること。 

３ 外観検査 （１）構造部分について、次の事

項を確認する。 

① 著しい変形等が生じていな

いか、目視、ハンマリング、

超音波探傷器、超音波厚さ計

等により確認する。 

 構造規格第１条第３項及び第 16

条の規定に適合していること。 

② 溶接部分、ボルト穴等の割

れ等の状態を、目視、ハンマ

リング、超音波探傷器等によ

り確認する。 

 構造規格第 37 条及び第 38 条の

規定に適合していること。 

（２）作業床等に変形等が生じて

いないか、目視、ハンマリング

、距離測定装置、超音波探傷器

等により確認する。 

 構造規格第 18 条から第 20 条ま

での規定に適合していること。 

（３）昇降装置等のブレーキ及び

走行ブレーキについて、目視、

距離測定装置等により、設計上

のものが用いられていることを

確認するとともに、ブレーキラ

イニング、ドラム面等の摩耗等

ブレーキの状態を確認する。 

 構造規格第 21 条及び第 22 条の

規定に適合していること。 
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 （４）ドラム等について、つり上

げ装置等の作動に支障となる摩

耗等の状態のほか、ワイヤロー

プ等の取付状況について、目視

、距離測定装置、超音波探傷器

、ハンマリング等により確認す

る。 

 構造規格第 23 条から第 26 条ま

での規定に適合していること。 

（５）安全装置、電気機器等につ

いて、適切に取り付けられてい

るか、目視、距離測定装置、絶

縁抵抗計、電気計測器等により

確認する。 

 構造規格第 27 条から第 36 条ま

での規定に適合していること。 

（６）ボルト、ナット、ねじ等の

接合状態を、ハンマリング等に

より確認する。 

 構造規格第 39 条の規定に適合し

ていること。 

（７）ワイヤロープ等について、

不適切なものが用いられていな

いか、目視、鋼索用磁気探傷器

等により確認する。 

 構造規格第 40 条から第 43 条ま

での規定に適合していること。 

（８）走行レール、アウトリガー

等の取付状況等を、目視、ハン

マリング等により確認する。 

 著しい摩耗、損傷、変形等がな

いこと。 

（９）積載荷重等の表示内容を確

認する。 

 構造規格第 44 条の規定に適合し

ていること。 

４ 動作試験  無負荷で巻上げ、巻下げ、走行

、横行、旋回、起伏、引込み及び

押出しの運動を定格速度により行

い、次の事項を確認する。この運

動は２回以上行う。ただし、下降

のみに使用されるものにあっては

下降の運動を許容下降速度により

確認する。 

① 異常な振動、衝撃、音響等

の有無 

② クラッチ及び各ブレーキの

作動状態（ブレーキの制動ト

ルクについては申請者が測定

したデータを参考にすること

ができる。） 

③ 安全装置の調整状態及び作

動状態 

④ 逸走防止装置の作動状態 

 構造規格第 16 条、第 20 条から

第 22 条まで、第 26 条から第 28 条

まで、第 30 条、第 31 条及び第 34

条から第 36 条までの規定に適合し

ていること。 
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５ 荷重試験  積載荷重に相当する荷重の荷を

載せて、上昇及び下降の運動を定

格速度により行い、次の事項を確

認する。この運動は２回以上行う

。ただし、下降のみに使用される

ものにあっては下降の運動を許容

下降速度により確認する。 

① 安定度（転倒するおそれの

ないゴンドラは除く。） 

② 異常な振動、衝撃、音響等

の有無 

③ クラッチ及び各ブレーキの

作動状態 

④ 構造部分の亀裂、変形及び

損傷 

 構造規格第 16 条、第 21 条、第

22 条、第 26 条、第 30 条及び第 31

条の規定に適合していること。 

備考  構造規格第 45 条に規定する適用の除外の認定を受けたゴンドラに

ついては、適用しないこととされた規定に関する検査の実施に代えて

、適用の除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する

。 

 


